
監査の結果及び意見について 

 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による定期監査について、

富山市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定により、次のとおり 

その結果を報告する。 

また、地方自治法第１９９条第１０項の規定により、意見を提出する。 

 

記 

 

１ 監査の種類   

財務監査（監査基準第２条第１項第１号） 

  行政監査（監査基準第２条第１項第２号） 

 

２ 監査の実施場所及び日程 

  実施場所：監査室 

  日  程：令和６年１０月２８日（月） 

 

３ 監査実施期間及び現地調査箇所 

（１）監査実施期間 

令和６年９月１７日から令和６年１０月２８日まで 

（２）現地調査箇所 

   経営企画課、水道課、流杉浄水場、西上下水道サービスセンター 

 

４ 監査の概要 

（１）対象部局及び所属 

ア 財務部 

 ・納税課 

 ・市民税課 

 ・資産税課 

イ 上下水道局 

 ・経営企画課 

 ・水道課 

 ・流杉浄水場 

 ・西上下水道サービスセンター 

（２）対象期間 

   令和５年度 

（３）対象事務 

上記期間における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び行政



事務の執行を対象とした。 

なお、必要があると認める場合は、現年度や過年度も対象とした。 

（４）監査の着眼点 

共通監査項目として次の事項に重点を置いて、監査を実施した。 
ア 現金の収納事務について 

イ 歳入の執行事務について  

ウ 委託・工事契約関係事務について 

エ 負担金・補助金・交付金の支出について 

オ 財産の管理事務について 

カ 各課の所管する重要かつ特徴的な事務について 

キ 前回監査等での指摘・意見に対する措置状況について 

 

５ 監査の主な実施内容 

監査対象となる部局の事務事業の中から、財務的及び行政的観点に基づき、提

出された監査資料を審査し、関係職員の説明を求め、監査を実施した。 
  また、必要に応じて現地調査を行った。 

 

６ 監査の結果 

監査の結果、概ね適正に執行されていたものと認めるが、是正又は改善が必要

であると認める事項について、次のとおり指摘事項とした。 

（１）企画管理部 職員課 

  管理職特別勤務手当の支給について、西上下水道サービスセンター職員が休

日に正規の勤務時間の全部について勤務を命じられ、従事者は庶務事務システ

ムにより代休日の申請をしていたところ、職員課において管理職特別勤務手当

の申請内容を確認する作業をした際に、代休日の申請が入力されていることを

見落とし、手当を支給するよう修正処理をしたことにより、結果として過大支

給となっていたものが見受けられたので、改善を図られたい。 

（２）財務部 納税課 

ア 令和6年 2月 9日付で婦中行政サービスセンターから管理換された会議用机

について、備品台帳及び物品現在高調書に受入れの事実が記載されていなかっ

たので、改善を図られたい。 

イ 週休日に 4 時間の勤務を命じられ、同一週を超える勤務時間の割振り変更を

行ったため、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した 4 時間につい

て、超過勤務手当 25/100 が支給されていなかったので、改善を図られたい。 

ウ 管理職特別勤務手当について、休日に 7 時間 30 分勤務した場合、庶務事務

システムで「6 時間を超える管理職特勤の回数」を選択して申請すべきところ、

「4 時間以上 6時間以下の管理職特勤の回数」としたことにより、過小支給と

なっているものが見受けられたので、改善を図られたい。 

エ 災害応急作業等手当について、従事時間が深夜の時間帯にかかる場合、庶務



事務システムで「災害応急作業等手当（深夜）」を選択して申請すべきところ、

「災害応急作業等手当」としたことにより、過小支給となっているものが見受

けられたので、改善を図られたい。 

（３）財務部 市民税課 

 ア 超過勤務手当の支給について、次の誤りが見受けられたので、改善を図られ

たい。 

（ア）休日に勤務を命じられたことから、正規の勤務時間中に勤務した全時間に

対して休日給を、それ以外の時間に対して超過勤務手当 135/100 を支給すべ

きところ、勤務した全ての時間について休日給を支給したことにより、端数

処理を行った結果、超過勤務手当が過大支給となっているものがあった。 

（イ）週休日に 4 時間の勤務を命じられ、4時間の勤務時間の割振り変更を行っ

たことにより、3 時間 45 分の勤務を割り振られた日に引き続き勤務をした

場合、その超過勤務手当の支給割合は 125/100 とすべきところ、135/100 と

したことにより、過大支給となっているものが複数あった。 

（ウ）週休日に 7 時間 45 分の勤務を命じられ、週休日の振替を行い、新たに週

休日とした日に勤務した場合の超過勤務手当の支給割合は全て 135/100 と

すべきところ、7 時間 45 分を超える時間について 125/100 としたことによ

り、端数処理を行った結果、過大支給となっているものがあった。 

（４）財務部 資産税課 

ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産に係

る固定資産税及び都市計画税の減免について、初年度のみ減免決定に係る起案

を行い、当該減免が継続となる場合、翌年度以降については減免決定に係る起

案を行わずに減免していたので、改善を図られたい。 

 イ 市長職務代理者の角印及び丸印について、備品台帳に記載していなかったの

で、改善を図られたい。 

（５）上下水道局 経営企画課 

   超過勤務手当の支給について、庶務事務システムで実施申請を行わなかった

ことにより、過小支給となっているものが見受けられたので、改善を図られた

い。 

（６）上下水道局 水道課 

 ア 令和 3 年 10 月定期監査で指摘を受けて備品台帳に記載したスマートフォン

について、修正した備品台帳が適切に引き継がれなかったことにより、令和 5

年度においても記載されていない状態だったので、改善を図られたい。 

 イ 農林事務所農地林務課と兼務になっている職員が、農林事務所農地林務課の

職員として従事した作業環境劣悪業務に係る特殊勤務手当（現場技術指導等手

当）について、水道事業会計から支出したものが見受けられたので、改善を図

られたい。 

（７）上下水道局 料金課、東上下水道サービスセンター、西上下水道サービスセ

ンター 



 ア 富山市上下水道局使用水量認定要綱に基づく漏水等による使用水量及び下

水道の使用水量の認定について、富山市上下水道局処務規程では、水道の使用

水量の計量及び認定に関すること、排除汚水量の計量及び認定に関することは

料金課の分掌事務とされており、また、富山市上下水道局専決規程では、水道

の使用水量及び下水道への排除汚水量の認定に関することは、料金課長の専決

事項とされている。しかし、水道料金等の修正に係る起案文書について、婦中、

八尾、山田地域分については、西上下水道サービスセンターにおいて起案して

西上下水道サービスセンター所長が決裁を行い、料金課で合議を行っており、

また、大沢野、大山、細入地域分については、東上下水道サービスセンターに

おいて、同様に東上下水道サービスセンター所長決裁、料金課合議とされ、処

務規程及び専決規程に従った事務処理を行っていなかったので、改善を図られ

たい。 

（８）上下水道局 西上下水道サービスセンター 

 ア 令和 3 年 10 月の定期監査において、笹倉駐車場の使用等に関する事務分掌

の規程がないため、西上下水道サービスセンター所長決裁にて使用許可や駐車

証の交付にかかる事務を行っていたこと、一方で、当該駐車場の予算執行は契

約出納課の所管であり、また、上下水道局処務規程中、契約出納課の分掌事務

に「財産の取得、管理及び処分の総括に関すること」があることから、笹倉駐

車場の事務分掌について検討するよう、改善を指示する事項としていた。しか

し、その後、事務分掌の改善が図られず、令和 5年度中も西上下水道サービス

センターにおいて使用許可や駐車証の交付にかかる事務を行っていたので、改

善を図られたい。   

 イ 超過勤務手当について、超過勤務命令簿に手当の支給対象となる時間数を記

入していなかったため、累計に漏れが生じ、過小支給となったものが見受けら

れたので、改善を図られたい。 

 

 

７ 意見 

今後の事務事業の執行について、次のとおり意見を提出する。 

（１）企画管理部 職員課 

管理職特別勤務手当については、業務内容が手当の対象となるかも含めて、

職員課で確認を行っており、申請内容に不備があった場合は、まず職員課から

申請者に連絡して修正を求めており、職員課で修正処理をした際は、システム

の画面上で修正内容を複数人により確認しているとのことだったが、その修正

について、職員課長決裁などの記録は残されていない。 
   本件については、当該職員の任命権者が市長部局とは異なるにもかかわらず、

当該職員及び所属課への事実確認や任命権者への通知を行わずに、職員課にお

いて当該手当支給の修正処理を行った結果、過大支給となっていたものである。 
   申請者及び所属課への事実確認や任命権者に通知することなく職員課にお



いて修正処理を行ったこと、当該職員の任命権者が異なるにもかかわらず、シ

ステムで修正を行う権限が市長部局に付与されていること、修正後のシステム

画面を複数人で確認しているものの職員課長決裁をとるなどの記録が残され

ていないことなど、これらの取り扱いには疑問が生じるので、今後の在り方に

ついて検討されたい。 


